
 

H22前期  ガス溶 接 技 能 講 習 のご案 内 （実 施 計 画 ） 
財団法人 日本産業技能教習協会     -- http://www.kyousyu.org -- 

 千代田区鍛冶町２－２－１ 三井住友銀行神田駅前ビル６Ｆ TEL 03-3254-8404 

熊谷教習所 熊谷市三尻新山3858-1 TEL 048-532-5781 
（初版 H22.7.18作成） 

就業制限に関する法令（労働安全衛生法第６１条、施行令第２０条）により、ガス溶接（可燃性ガス及

び酸素を用いて行う金属の溶接、溶断又は加熱の作業）は、ガス溶接技能講習を修了した者でなけ

れば従事してはいけない事が定められています。（労働安全衛生規則第４１条、別表第３参照） 

この法令は、労働災害を防止し、労働者の健康・安全を守るという観点から重要なものであ

り、違反した場合の罰則についても法により定められております。 
（労働安全衛生法第１１９条、第１２０条） 

当協会は、東京（登録第 154 号）、埼玉（登録第 277 号）労働局登録教習機関として、表題

講習を定期的に開催しておりますので、次のとおりご案内申し上げます。 

 
１．日程、定員など 

実施回 1 2 3 4 5 6 

日 程 
10月 11月 12月 H23.1月 2月 3月 

14、15 12、14 14、15 28、30 23、24 11、13 

開 催 

場 所 

熊谷 

教習所 

神田本部 

中央工学校 

熊谷 

教習所 

神田本部 

中央工学校 

熊谷 

教習所 

神田本部 

中央工学校 

定 員 ４０名 ４０名 ４０名 ４０名 ４０名 ４０名 

＊神田本部での開催について、実技（二日目）は、北区王子にある中央工学校にて講習を行

います（なお、実技会場地図、服装注意事項等については講習当日に連絡があります） 

＊主任担当講師は、 神田：大谷常夫 講師 

  熊谷：野田恵 講師 です。 

 

２．受講資格 

満１８歳以上の方であれば、どなたでも受講できます。 

 
３．受講料および、講習の一部科目免除条件（コース分け条件） 

コース 日程 受講料（+教材費） コース条件（＊受講資格を満たした上で） 

通常 ２日 15,000(+,700) １８才以上 

・ ガス溶接技能講習には、科目の免除コースはありません。 

・ 東京都内講習はH20.6月より、埼玉県内講習はH20.10月より、学科試験の不合格者に対する補講、 

追試験が有償化（～4000円程度） となります。なお2007年度の合格率は、ほぼ100%でした。 補講料

金の 詳細はwebﾍﾟー ｼﾞにて公開いたしますので ご参考ください 

 

４．講習科目、時間割例など （時間割例は、休憩時間も含めたものです。） 

講習科目 時間割例 講習時間 講師の氏名 

ガス溶接等の業務のため使用する 

設備の構造及び取扱いの方法に 

関する知識 
１
日
目 

8:50～12：00 

昼食 

12:45～13:45 

４時間 

大谷 常夫 

夏目 光尋 

野田 恵 

強瀬 昇 

ガス溶接等の業務のため使用する 

可燃性ガス及び酸素に関する知識 
13:50～17:00 ３時間 

大谷 常夫 

夏目 光尋 

野田 恵 

強瀬 昇 

関係法令 

２
日
目 

8:50～9：50 １時間 

大谷 常夫 

夏目 光尋 

野田 恵 

強瀬 昇 

青木 崇 

学科試験 9:55～10:55 １時間  

ガス溶接等の業務のため使用する 

設備の取扱い 

11:00～12:00 

昼食 

12:40～17:00 

５時間 

大谷 常夫 

夏目 光尋 

野田 恵 

強瀬 昇 

なお、当日の講習は講師都合等により、科目の順序が前後する場合等もございます。 

ご了承の程、お願い申し上げます。 

 
５．申込方法 

受講される日程と人数、コースがお決まりになられましたら、お電話か予約書（Web ﾍﾟｰ

ｼﾞより印刷できます）のFAXで、受講申請書の送付をご依頼ください。 

申請書到着後、必要事項を記入し、写真（３×４cm）を糊付けして、返送お願いします。

なお、受講料の納入は指定口座へ事前の振込でお願いします。 
＊各免除コースのお申込にあたっては、お申込の際、その旨必ずご連絡ください。 

＊受講料納入後の受講キャンセルは、原則としてご返金できませんのでご注意ください。 

 ただし、一回に限り、受講日の変更が可能です。 

 
６．その他 

・ 当協会の技能講習修了証は、平成１９年４月開催回より、当協会で受けた複数の技能講習

の修了を、管轄労働局単位で一枚のカードにまとめて証明する統合修了証形式に変わり

ました。講習ご受講の際には、当協会で修了された既交付の修了証の回収がありますの

で、該当者は、ご持参をお願いいたします。（講習初日に連絡があります。） 

・ ２０名様以上ご受講の場合、東京都内、埼玉県内出張講習も承っております。詳しくは神田

本部までお問い合わせお願いします。（講習実施予定の１ヶ月程前までにご連絡下さい） 

・ その他、各種講習予定、受講手続き等に関するお問い合わせ等がございましたら、どうぞ

お気軽にお電話ください。 


